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保
険
証
を
２
回
送
付
し
ま
す

10
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
見
直
し
に
よ
り
、
負
担
割
合「
２
割
」が

新
設
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
令
和
４
年

度
は
保
険
証
を
簡
易
書
留
で
２
回
送
付
し

ま
す
。
詳
し
く
は
表
の
通
り
で
す
。

対
象
者
は
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
対
象
と
な

る
人
に
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
交
付
し

て
い
ま
す
。
こ
の
認
定
証
を
医
療
機
関
の

窓
口
で
提
示
す
る
と
、
支
払
う
医
療
費
が

所
得
な
ど
に
応
じ
て
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
現
在
認
定
証
を
持
っ
て
い

る
人
で
、
８
月
１
日
以
降
も
交
付
対
象
に

な
る
人
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
１
回
目

の
保
険
証
発
送
時
に
同
封
し
て
送
り
ま

す
。

▼
申
請
方
法

認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
交
付
対

象
に
な
る
人
は
、
保
険
年
金
課
、
西

合
志
総
合
窓
口（
御
代
志
市
民
セ
ン

タ
ー
）、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支
所
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
保
険

証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
が

必
要
で
す
。

７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。
保
険
料
の
増
減
な
ど
に
よ
り
、

納
め
方
が
変
わ
る
人
が
い
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

▼
特
別
徴
収

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付

（
年
６
回
の
年
金
支
給
月
）

※
事
前
の
申
し
出
に
よ
り
、
特
別
徴
収
か
ら

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

▼
普
通
徴
収

納
付
書
払
い
や
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

（
７
月
～
翌
年
２
月
・
毎
月
）

※
口
座
振
替
に
す
る
に
は
事
前
の
申
し
込
み

が
必
要
で
す

保
険
料
の
算
定
方
法（
年
額
）

均
等
割
額
の
軽
減

均
等
割
額
は
次
の
表
の
よ
う
に
所
得
に
応

じ
て
軽
減
が
あ
り
ま
す
。
軽
減
判
定
は
当
て

は
ま
る
年
度
の
４
月
１
日（
新
た
に
制
度
の

対
象
と
な
っ
た
人
は
資
格
取
得
時
）の
世
帯

状
況
に
よ
り
行
な
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証(

保
険
証)

を
送
付
し
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

☎（
２
４
８
）１
２
７
５

75
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

☎（
２
４
８
）１
２
７
５

令
和
４
年
度
か
ら
の

軽減割合 世帯主および世帯の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額

７割軽減
43万円＋10万円×（給与・年金所得者※の数－１）
以下

５割軽減
43万円＋28万５千円×世帯の被保険者数＋10万
円×（給与・年金所得者※の数－１）以下

２割軽減
43万円＋52万円×世帯の被保険者数＋10万円×
（給与・年金所得者※の数－１）以下

内容 発送時期 有効期間 特記事項

保険証（１回目） ７月中旬
令和４年８月１日～
9月30日

負担割合「１割」または「３割」

保険証（２回目） 9月中旬
令和４年10月１日～
令和５年７月31日

負担割合「１割」、「２割」
または「３割」

限度額適用認定証 ７月中旬
令和４年８月１日～
令和５年７月31日

保険証１回目発送時に同封
します

均等割額
54,000円

保険料額
（限度額66万円）

所得割額
（総所得金額等－43万円）

×10.26%

+

=

※給与・年金所得者の数とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円
超（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超）の人の合計人数
です

※今回交付する保険証の有効期間は、全員が８月１日から9月30日までです。10月からの負担割合が１割、
３割のままの人も、有効期限は9月30日までになります。10月から使える保険証は9月中に送付します

現
在
お
持
ち
の
紫
色
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。
ピ
ン
ク
色
の
新
し
い

保
険
証
を
、
世
帯
主
宛
て
に
７
月
中
旬
頃
に

簡
易
書
留
郵
便（
受
け
取
り
に
印
鑑
が
必
要
）

で
送
付
し
ま
す
。

配
達
時
に
不
在
で
あ
れ
ば
郵
便
物
お
預
か

り
の
お
知
ら
せ
が
投
函
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場

合
は
郵
便
局
へ
連
絡
し
て
希
望
の
日
時
に
再

配
達
し
て
も
ら
う
か
、
郵
便
局
窓
口
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
記
載
さ
れ
た
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
な
ど
を
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

今
回
発
送
す
る
保
険
証
の
有
効
期
限
は
令

和
５
年
７
月
31
日
で
す
。
期
限
ま
で
に
70
歳

に
な
る
人
は
誕
生
月（
１
日
生
ま
れ
の
人
は

誕
生
月
の
前
月
）ま
で
、
7５
歳
に
な
る
人
は

7５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
。

限
度
額
認
定
証
な
ど
の
更
新
を
お
忘
れ
な
く

限
度
額
認
定
証
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
に
保
険
証
と
認

定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
人
の
負
担
す

る
一
部
負
担
金
が
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と

な
り
ま
す
。
こ
の
認
定
証
は
７
月
31
日
が
有

効
期
限
で
す
。

現
在
、
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、

更
新
の
お
知
ら
せ
を
保
険
証
に
同
封
し
ま

す
。
８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
場
合

は
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
更

新
の
手
続
き
は
８
月
１
日
以
降
の
受
け
付
け

と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
、
次
の
３
種
類
あ
り
ま

す
。

▼
保
険
料
免
除
制
度（
全
額
・
一
部
）

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
に

利
用
で
き
る
制
度
で
す
。
申
請
が
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
納
付
の
全
額
ま
た
は
一
部

（
４
分
の
３
、２
分
の
１
、４
分
の
１
）が
免

除
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
免
除
の
審
査
対
象

者
は
、
本
人
と
配
偶
者
、
世
帯
主
で
す
。

▼
納
付
猶
予
制
度

本
人
が
２0
歳
～
49
歳
で
あ
る
と
き
に
利
用

で
き
る
制
度
で
す
。
申
請
が
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
全
額
に
つ
い
て
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。
保
険
料
免
除
の
審
査
対
象
者

は
、
本
人
と
配
偶
者
で
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

本
人
が
学
生
の
場
合
に
利
用
で
き
る
制
度

で
す
。
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

全
額
に
つ
い
て
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
の
審
査
対
象
者
は
、
本
人

の
み
で
す
。

い
ず
れ
も
審
査
対
象
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
適
用

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
離
職
者
、
震
災
・
風
水

害
な
ど
の
被
災
者
の
人
は
所
得
に
関
係
な
く

該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
将

来
の
老
齢
基
礎
年
金
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
、
保
険
料
を
納
付
す
る
か
、
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
免
除
の
申
請
を
し

ま
し
ょ
う
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

も
の
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
書
類

▼
離
職
し
て
い
る
場
合

・
離
職
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
の
写
し（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な

ど
）

▼
学
生
の
場
合

・
在
学
期
間
が
分
か
る
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）

ま
た
は
在
学
証
明
書（
原
本
）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）を
送
付
し
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

☎（
２
４
８
）１
２
７
５

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　
　
　
　

☎（
２
４
８
）１
２
７
５

�

熊
本
西
年
金
事
務
所　

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

７
月
か
ら
令
和
４
年
度
分
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
が
で
き
ま
す
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熊 本 県
国 民 健 康 保 険
被 保 険 者 証
兼 高 齢 受 給 者 証

氏  名
住  所

交付者住所　合志市竹迫 2140 番地 保険者番号

交付者名 合　志　市
4 3 0 1 9 9

TEL　 096-248-1275

生 年 月 日
適用開始年月日
発 効 年 月 日
世 帯 主 氏 名

昭和００年００月００日
昭和００年００月００日
令和００年００月００日
国保　一郎

国保　一郎
熊本県合志市須屋　００番地００

 有 効 期 限
交付年月日
記　号
一 部 負 担 の 割 合

令和 5 年 ７月 31 日
令和 4 年 ８ 月 1 日

熊本県合志市須屋
００番地００

国保　一郎　　 様

合　志　番 号 999999 枝番 01
２ 割

性別　　男

熊 本 県
合 志 市
之 　 印

この部分が国民健康保険証になります。
ゆっくりはがして使用してください。


